
今
定
例
会
に
付
し
た
事
件 

議
案
第 

一 

号 

副
町
長
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

議
案
第 
二 

号 

北
方
町
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

議
案
第 

三 
号 

北
方
町
非
常
勤
の
特
別
職
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

議
案
第 

四 

号 

北
方
町
国
民
健
康
保
険
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て 

議
案
第 

五 

号 

北
方
町
父
子
家
庭
児
童
扶
養
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

議
案
第 

六 

号 

北
方
町
ね
た
き
り
老
人
等
介
護
者
慰
労
金
支
給
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

議
案
第 

七 

号 

北
方
町
福
祉
医
療
費
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

議
案
第 

八 

号 

北
方
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て 

議
案
第 

九 

号 

北
方
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

議
案
第 

十 

号 

北
方
町
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

議
案
第
十
一
号 

平
成
十
九
年
度
北
方
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）

を
定
め
る
に
つ
い
て 

議
案
第
十
二
号 

平
成
十
九
年
度
北
方
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）
を
定
め
る
に
つ
い
て 

議
案
第
十
三
号 

平
成
二
十
年
度
北
方
町
一
般
会
計
予
算
を
定
め
る
に
つ
い
て 

議
案
第
十
四
号 

平
成
二
十
年
度
北
方
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
を

定
め
る
に
つ
い
て 

議
案
第
十
五
号 

平
成
二
十
年
度
北
方
町
老
人
保
健
医
療
特
別
会
計
予
算
を
定

め
る
に
つ
い
て 

議
案
第

十

六

号 

平
成
二
十
年
度
北
方
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

を
定
め
る
に
つ
い
て 

議
案
第

十

七

号 

平
成
二
十
年
度
北
方
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
を
定

め
る
に
つ
い
て 

議
案
第

十

八

号 

平
成
二
十
年
度
北
方
町
上
水
道
事
業
会
計
予
算
を
定
め
る

に
つ
い
て 

要
請
第

一

号 

混
合
型
血
管
奇
形
の
難
病
指
定
を
求
め
る
意
見
書
の
採
択

に
つ
い
て 

意
見
書
案
第
一
号 

混
合
型
血
管
奇
形
の
難
病
指
定
を
求
め
る
意
見
書
に
つ
い

て 

議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
申
し
出
に
つ
い
て 

行
財
政
改
革
問
題
特
別
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
申
し
出
に
つ
い
て 

厚
生
都
市
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
申
し
出
に
つ
い
て 


